
デイサービスゆとり 

重要事項説明書（地域密着型通所介護） 

令和8年4月1日 現在 

 

１．事業者について 

法 人 名  株式会社エグチ 

所 在 地  福岡県古賀市谷山１０５７番地３ 

代 表 者 名  代表取締役 江口 真弓 

法人設立年月日 平成２４年７月１７日 

２．当事業所の概要 

（１）事業所の指定番号およびサービス提供地域 

事 業 所 名  デイサービスゆとり 

所 在 地  福岡県古賀市谷山１０５７－３ 

サービス種類  地域密着型通所介護事業、第１号通所介護事業（基準緩和サービス） 

介護保険指定番号 ４０７３６００８１１号（平成２５年１１月１日指定） 

管 理 者  江口 賢一 

利 用 定 員  １７名（内 基準緩和サービス定員１名） 

サービス提供地域 古賀市、福津市、糟屋郡新宮町 

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。   

（２）営業時間 

月曜日～土曜日、祝日 午前８：３０  ～  午後５：３０ 

定休日 
日曜日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（３）サービス提供時間 

月曜日～土曜日、祝日 午前９：００  ～  午後５：００ 

定休日 
日曜日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（４）職員体制 

 資  格 常  勤 非常勤 計 

管 理 者  介護福祉士 1名 名 1名 
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生活相談員 介護福祉士、病院勤務経験者 ２名 ３名 ５名 

看 護 師  看護師 １名 ２名 ３名 

機能訓練相談員 看護師 １名 ２名 ３名 

介護職員 介護福祉士他 1名 ６名 ７名 

 

３．サービス内容 

ご利用者様に地域密着型通所介護計画に沿った、下記サービス及びその他必要なサービス、ご利用者様・

ご家族様からのサービスに関するご相談を行います。 

① 地域密着型通所介護計画の作成 

② 生活指導 

③ 機能訓練 

④ 介護サービス 

⑤ 健康状態の確認 

⑥ 送迎 

⑦ 給食サービス 

⑧ 入浴サービス 

⑨ 介護に関する相談援助 

 

４．利用料金 

（１）料金の支払方法 

毎月月末締めとし、翌月１５日までに当月分の料金を請求いたします。 

２５日までに、あらかじめ指定した方法でお支払いください。 

領収書につきましては、受取り次第お渡しいたします。 

（２）利用料金 

地域密着型通所介護費 【古賀市（その他）１単位＝１０．１４円 】 

            要介護度 

所要時間 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

５時間以上 ６時間未満 ６５７ ７７６ ８９６ １，０１３ １， １３４ 

６時間以上 ７時間未満 ６７８ ８０１ ９２５ １，０４９ １，１７２ 

入 浴 介 助 加 算  ４０ 

※一日の利用料は、各単位数に１０.１４円を掛けた金額に介護職員等処遇改善加算額

を追加した金額の介護保険負担割合証の割合となります。 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。 

自己負担するもの（介護保険適用外） 

食事代 １日につき ６００円 
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オムツ代 １枚につき 実 費 

複写物 １枚につき １０円 

※その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用の負担をお願いすることがあります。 

（３）交通費 

通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。 

実施地域以外から片道10km以下のとき 無料 

実施地域以外から片道10kmを超えるとき ３００円（往復） 

（４）キャンセル料金 

①ご利用日の当日の午前９時００分迄までにご連絡いただいた場合   無料 

②ご利用日の当日の午前９時００分迄までにご連絡がなかった場合    ５００円 

ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。 

キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

契約を結んだ後、居宅サービス計画書に基づき地域密着型通所介護計画書を作成し、サービス提供を開

始いたします。 

（２）サービスの終了 

①ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の1週間前までに、文書でお申し出ください。 

②当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その

場合は、終了日の1ヶ月前までに、文書で通知いたします。 

③自動終了（以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します） 

・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定され

た場合 

  ※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約をすることができます。 

・ご利用者様が亡くなられた場合 

④契約解除 

・事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家

族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合は、文書で通知することで、ご利用者様

は即座に契約を解約することができます。 

・当事業所が破産した場合は、ご利用者様に文書で通知することで、即座に契約を解約することがで

きます。  

・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにも
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かかわらず 10 日以内に支払われない場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス

提供を即座に終了させていただく場合があります。 

 

・ご利用者様やご家族様などが、当事業所や当事業所のサービス従業者に対して、本契約を継続し難

いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座

に終了させていただく場合があります。 

 

⑤その他 

・ご利用者様に、病気・怪我などで健康上に問題がある場合は、当事業所におけるサービスのご利用

をお断りする場合があります。 

・当事業所における当日の健康チェックにおいて、ご利用者様の診断結果が悪い場合、サービス内容

の変更、または、サービスの提供を中止する場合があります。 

・当事業所のサービス利用中に、ご利用者様の体調が悪くなった場合、サービス提供を中止する場合

があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行

います。 

・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に悪影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかにな

った場合は、速やかに事業所に申告してください。ご利用者様の疾患（感染症）が治癒するまで、

当事業所におけるサービスの利用はお断りさせていただきます。 

・サービスのご利用時は、多額の金銭・貴重品類は持参しないでください。また、ご利用者様間での

金銭の貸し借り・物品の貸し借り・食べ物のやりとりはご遠慮ください。 

・当事業所の施設内では、政治活動・宗教活動・物品の販売などの行為は、禁止させていただきます。 

 

６． 当事業所の連絡窓口（相談・苦情・キャンセル連絡など） 

電 話 番 号：０９２－４１０－０１９３ 

担  当  者：所長  江口 賢一 

受 付 時 間：午前９：００～午後５：００     

※ご不明な点はお尋ねください。 

 

（行政機関その他苦情受付機関） 

国民健康保険団体連合会 

介護保険課 

所在地  福岡市博多区吉塚本町１３番４５号 

電話番号 ０９２－６４２－７８５９ 

古賀市役所 健康介護課 

基幹型地域包括支援センター 

介護保険係 

所在地  福岡県古賀市庄205番地 サンコスモ古賀 

電話番号 ０９２－９４２－１１５６  

電話番号 ０９２－９４２－１１４４ 

福津市役所 

高齢者サービス課 

所在地  福岡県福津市中央１－１－１ 

電話番号 ０９４０－４３－８１９１ 

福岡県介護保険広域連合 

粕屋支部 

所在地  福岡県糟屋郡久山町大字久原３１６８－１ 

粕屋医師会館広域施設３Ｆ 

電話番号 ０９２－６５２－３１１１  
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新宮町役場 健康福祉課内 

新宮町地域包括支援センター 

所在地  福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜１－１－１ 

電話番号 ０９２－９６３－０６６３ 

 

７． 緊急時の対応 

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせ

による、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。 

 病 院 名  

主治医 主治医氏名   

 連 絡 先   

ご家族 

氏   名        様   （続 柄：） 

連 絡 先   自宅：       携帯： 

緊 急 

連絡先 

氏   名        様   （続 柄：） 

連 絡 先   自宅：       携帯： 

主治医・ご家族などへの 

連 絡 基 準  

 

 

 

 

８．事故発生時の対応 

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に事故が発生した場合は、関係各位に連絡するととも

に、賠償すべき事故の場合は、当事業所はご利用者様に対して賠償責任を負うものとします。 

 

９．サービス利用に関する留意事項 

（１）利用者又はその家族は、利用者の心身の状況等に変化が見られた場合は、速やかに事業所の従業者

にご連絡願います。 

（２）事業所の設備・備品を利用する際には、事業所の従業者の指示に従い下さい。 

（３）事業所において他の利用者、職員に対する迷惑行為、飲酒、宗教活動、営利活動等は行うことはで

きません。 

（４）事業所内の居室、共用部分、庭などの付帯設備において故意により破損させたり汚したりした場合

には、当該利用者の自己負担により原状回復していただく場合があります。 

 

 


